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世界に希望を生み出そう
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ル事業のまとめとして、ネパールへの訪問を、海外旅行
の企画として繋げていくことを希望したいと思います。
　本日例会終了後に次年度役員・理事指名委員会を開催
いたします。来週の理事会及び年次総会で次年度の役員
理事のご承認を頂きます。次年度の門出を祝って頂きま
すようよろしくお願いいたします。

◆在籍20周年表彰（地区より）　木下敏彦会員

 ・本日例会終了後 役員理事候補者指名委員会を開催
 ・次回12月4日（月）例会前 第10回理事会を開催
 ・担当例会の変更について　2024年1月15日職業分類・
　会員選考委員会と1月22日職業奉仕委員会を入替
 ・12月11日（月）クラブ協議会（半期の報告）　委員長
　出席をお願いします
 ・12月18日（月）夜間家族例会　18：30 ～

《青少年奉仕委員会》
 ・ 昨日11月26日  中学一年生野球大会支援授与／始球式

 ・岡谷南高校文科系支援事業の放送部が　今回TBS杯長
　野県高校新人放送コンテストに参加
　6部門中5部門にエントリーし4部門に優勝　※アナウ
　ンス部門（内容：エコーの文科系クラブ支援について）

　11月第２週の週末に、地区大会が松本で開催されま
した。基調講演では政府の新型コロナウイルス感染対策
分科会会長を務められた尾身茂先生が講演をされまし
た。ロータリーがポリオ根絶に向けて取り組みを始め
た1985年ころは発展途上国ではポリオだらけだったと、
国際ロータリーの取り組みのおかげで根絶まであと一歩
のところまで来たとロータリーに対してお礼を述べられ
ました。ここまできたらやり続けることが大事ですと、
ここで止めるとポリオを根絶させたとき、ビル・ゲイツ
＆メリンダ財団の手柄になってしまい、当初から取り組
んでここまでこれたのはロータリーさんのお力ですか
ら、とお話されました。またコロナの感染拡大当初に医
療機関がひっぱくした原因は医療機関のデジタル化の遅
れが原因だったと捉えている。
　先週18日には酒食学の企画でマリオさんにて、ボジ
ョレヌーボーの解禁に合わせて新酒を楽しむ会が開かれ
ました。多くの奥様方にもご参加いただき美味しいお酒
とお料理を堪能させて頂きました。下山学長に段取りを
頂きました、どうもありがとうございました。
　この週末には青少年奉仕委員会担当で支援している諏
訪湖野球連盟の小学６年生、中学１年生の「中学でも野
球がんばろう大会」が開催され、支援金の贈呈と始球式
を行ってまいりました。
　大変うれしい報告ですが、新入会員の方２名の推薦を
頂くことが出来ました。担当委員会の星野委員長大変お
疲れ様でした。また推薦頂いた進藤会員、星野委員長、
藤森会員どうもありがとうございました。来年１月と２
月の入会に向けて手続きを進めていきます。
　岡谷南高校文科系クラブ支援で、今回支援した放送部
の宮坂副部長さんから先日お電話を頂きました。今回放
送部の長野県大会が開催されてアナウンス部門と、朗読
部門でそれぞれ最優秀賞と優秀賞に輝いたそうです。取
材のお礼と、今回支援したガンマイクが大変役に立った
ことのお礼を言いたくて電話をしたとのことでした。こ
れから全国大会に進まれるとのことで、お祝いを申し上
げましたが来年例会においてクラブ活動の発表をして頂
きます。楽しみにお聞きしたいと思います。
　今期の方針の中で来年５月のシンガポール国際大会に
絡めて親睦を深める旅行を計画しました。クラブ奉仕委
員会の黒畑副会長と国際奉仕委員会の小野委員長に担当
をお願いし、宮下会員に旅行企画をして頂き募集しまし
たが、ここで参加者のとりまとめをしてみたところ、予
定していた催行人数には足りない状況でした。最終判断
として今回は残念ながら旅行を見送ることにいたしまし
た。ただ、先の話にはなりますが先日の国際奉仕委員会
小野委員長からご報告のあった通り、来年度以降ネパー
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ラッキーナンバー・ニコニコＢＯＸ・出席報告

今週のプログラム

次週のプログラム

ースや、居酒屋・スナック等一人で飲食した支出につい
て損金処理の妥当性が議論になることがあります。役員
賞与として法人税が課税され、個人所得税も課税、と二
重課税になる可能性がありますのでご注意ください。　
◎インボイス導入に伴う注意事項
インボイス導入に伴い問題となるのが、免税事業者への
支払いについてです。注意すべき事項といたしましては、
①下請け代金の減額
免税事業者を理由に消費税額の一部又は全部を払わない
場合
②買いたたき
課税事業者に転換したことを理由に単価の見直しを要請
したが交渉に応じず、一方的に単価を据置いて発注。
③一方的な通告
 ・課税事業者への転換に応じない場合には取引価格を引
　き下げる。応じない場合
　には取引を打ち切る、など一方的に通告。
 ・価格交渉の場で明示的な協議なしに価格を据え置く場合。
　このような行為は下請法、独占禁止法に抵触する可能
性がありますので注意してください。　
　免税事業者への支払いは仕入税額の80％を3年間控除
できる、という経過措置が　あります。こちらを参考に
免税事業者との取引を協議の上、2％値引き交渉するこ
とも一つの打開策になりますのでご検討ください。公正
取引委員会の資料にも触れられている内容であり、当面
の間の交渉としては有効な方法であると考えます。。
◎少数株主について
　最後に、非公開会社において、少数株主から高額な金
額で株式の買い取り請求をされる事案が見受けられま
す。従業員持株会や役員持株会の設立、相続税対策のた
めに株式を分散することを控える。創業者との間柄が強
い株主が所有する株式を整理してから次世代の経営者に
会社を譲る等、事前の対策をお進めいたします。

◆11月5日（日）刈学同好会　秋の研修会

《酒食学》
 ・11月18日（土）6：00 ～マリオ　“新酒を楽しむ”丸
　茂会員おすすボジョレーヌーボ
　参加 会員14名 奥様7名

《旅学》
 ・旅学日程アンケート　※12月4日〆切　ご協力、ご参
　加 お願いします。

◆「税務調査の動向」 上條克訓様　
◎税務調査の動向
　赤字企業には税務署が
来ない、と思いがちです
がこれは「ウソ」であり、
赤字企業でも税務調査を
受けます。国の税収ラン
キングは①消費税②源泉
所得税（給与や報酬にか
かる所得税）③法人税④
所得税⑤相続税であり、
赤字企業でも①②は納税
義務が発生すること、申
告内容に疑義があれば税
務調査を受けることにな
ります。以前は3年ごと税務調査を受けることが多かっ
たですが、最近はそのスパンが長くなっている気がしま
す。経験上、過去の繰越欠損金を使い切り、納税に転じ
た場合には高確率で税務調査が行われております。
◎交際費について
　最近は交際費に対して税務調査の目が厳しくなってき
ております。
資本金1億円未満の中小企業
以前⇒交際費800万円まで　支出額の1割は税金対象
　　　　　〃　800万円超えた部分はすべて税金対象
現在⇒交際費800万円まで　上記1割の所得加算無し。
　　　全額経費処理ＯＫ
　　　　〃　800万円超えた部分はすべて税金対象
資本金1億円を超える企業
　全額税金対象であったが、現在は、接待飲食費部分の
１/２は所得加算無し
資本金100億円を超える大企業
　全額税金対象　となっております。
取引先との飲食について支出の都度精算書を作成してい
ただくことが望ましいですが、領収書の裏に企業名及び
個人名、当社の出席者の氏名を記入するという対応でも
構いません。ゴルフプレー代に関しても、一緒にプレー
した人の企業名及び個人名を領収書に記入してください。
　注意事項としては、毎回ほぼ同じ人とゴルフに行くケ

　　　　　　　　　　12月4日㈪ PM0:30

マリオ／年次総会　次年度役員理事選出

　　　　　　　　　　12月11日㈪ PM0:30

マリオ／クラブ協議会　半期のまとめ

▪ラッキー No.63　山岸卓三郎会員
▪ニコニコＢＯＸ　50,000円
▪出席報告　
　会員数 47名　出席 29名　欠席 18名
　出席率 63.04％　訂正 68.09％

ニコニコするメッセージをお寄せ下さい

◆卓　話


